
 【建設工事】最低制限価格の算出方法  

（令和８年６月１日以降に入札等公告を行う案件） 

１．予定価格を超過した札を落札外とする。 

２．有効札を入札価格の順に並べ、そのうち予定価格の８５％の額(円未満切

捨)以上の札を最低制限価格の算出対象とする。 

３．最低制限価格算出対象の札のうち、最低価格から算出対象となる札の個数

の４／５(１未満切捨)の個数の札の平均額(円未満切捨)に９５％を乗じた

額(千円未満切捨)【Ａ】を算出する。 

４．予定価格の９２％の額(千円未満切捨)【Ｂ】を算出する。 

５．上記により算出した【Ａ】と【Ｂ】の額を比較し、その結果により次のと

おり最低制限価格を定める。 

　①【Ａ】が予定価格の９２％以下（【Ａ】≦【Ｂ】）となった場合 

・・・・・・最低制限価格は､【Ａ】 

　②【Ａ】が予定価格の９２％超（【Ｂ】＜【Ａ】）となった場合 

・・・・・・最低制限価格は､【Ｂ】 

 

※ 上記算出にあたり、最低制限価格の算出対象となる札が３以下となった場

合は、予定価格の８０％の額(千円未満切捨)を最低制限価格とする。 

 

※ 予定価格が１０，０００円未満の案件では、上記算出にあたり「千円未満切捨」

とあるのを「円未満切捨」と読み替えるものとする。 

 

※ 落札候補者が落札者になることができない場合においても、最低制限価格

の算出にあたっては、その者の入札価格を使用する。 



《例》 

 予定価格＝10,000,000 円

 入札者 入札価格 率 最低制限価格の算出 結果

 
１ Ａ社 7,500,000 75.0%

有 効 札 を 入 札 価 格 順 に 並 べ 、 予 定 価 格 の

85％ (円未満切捨) 以上の 11 社（Ｆ～Ｐ社）の

札を最低制限価格の算出対象とする。 

 

最 低 制 限 価 格算 出 対 象 となった 11 社 のうち、

最 低価 格 から８割 の個数 (端 数 切 捨 )の 8 社 (Ｆ

～Ｍ社 )の平 均 額 (円 未 満 切 捨 )に 95％を乗 じ

た額(千円未満切捨) 

71,990,000 円÷8 社×95％ 

＝8,548,000 円・・・・・・【Ａ】 

 

予定価格の 92％の額(千円未満切捨) 

10,000,000 円×92％ 

＝9,200,000 円・・・・・・【Ｂ】 

 

【Ａ】と【Ｂ】の額を比較すると、 

【Ａ】が予 定 価 格 の 92％以 下  （【Ａ】≦【Ｂ】）な

ので、最 低 制 限 価 格 は、【Ａ】8,548,000 円 とな

る。 

 

よって、最 低 制 限 価 格 8,548,000 円 の直 近 上

位のＧ社 8,620,000 円が落札（候補）となる。

落札外

 
２ Ｂ社 7,980,000 79.8% 落札外

 
３ Ｃ社 8,000,000 80.0% 落札外

 
４ Ｄ社 8,330,000 83.3% 落札外

 
５ Ｅ社 8,480,000 84.8% 落札外

 
６ Ｆ社 8,500,000 85.0% 落札外

 
７ Ｇ社 8,620,000 86.2% 落札

 
８ Ｈ社 8,750,000 87.5%

 
９ Ｉ社 8,980,000 89.8%

 
10 Ｊ社 9,000,000 90.0%

 
11 Ｋ社 9,280,000 92.8%

 
12 Ｌ社 9,360,000 93.6%

 
13 Ｍ社 9,500,000 95.0%

 
14 Ｎ社 9,680,000 96.8%

 
15 Ｏ社 9,870,000 98.7%

 
16 Ｐ社 9,900,000 99.0%


